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理想像 課　　題

水道施設更新事業に必要となる財源の確保

水道料金の上昇抑制

収納率の維持
水道技術の継承
有効率の維持

老朽設備更新の推進

老朽管路更新の推進
施設の電力適正利用の推進

情報提供の推進
広域連携検討の推進

水源保全対策の推進
水質基準の維持
配水池及び貯水槽水道の適正管理

事故災害対策の強化

老朽管路更新の推進（再掲）
老朽給水管更新の推進
施設耐震化の推進
管路耐震化の推進

・施設の耐震化率を向上させる
・地震時における配水池内の水道水を確保する

・耐震化計画の策定(再掲) ・アセットマネジメントを実施(再掲) ・計画的施設更新事業の実施
・耐震化計画の策定(再掲) ・アセットマネジメントを実施(再掲) ・計画的管路更新事業の実施(再掲)

・水源保全、水質等を考慮した水安全計画の策定
・水源保全、水質等を考慮した水安全計画の策定(再掲)
・貯水槽水道の適正管理の助言、指導、勧告、情報提供の実施 ・水源保全、水質等を考慮した水安全計画の策定(再掲)

・耐震化計画の策定 ・アセットマネジメントを実施(再掲) ・配水池への緊急遮断弁設置の検討

ー
・家屋の新築、改築等の給水装置工事申請時に、給水引込管の布設替えを促す

・アセットマネジメントを実施(再掲) ・計画的設備更新事業の実施

・アセットマネジメントを実施(再掲) ・計画的管路更新事業の実施(再掲)
・漏水調査の実施(再掲) ・省エネ機器の採用 ・再生可能エネルギーの活用検討

・各種計画、決算書、各種手続き等を町のホームページに掲載する
・置賜圏域水道事業広域連携検討会にて継続して検討する(再掲)

・アセットマネジメントを実施
・必要な建設改良・修繕を実施しながらの費用削減の手法の検討
・置賜圏域水道事業広域連携検討会での継続検討
・キャッシュレス化に対応する収納方法の導入検討
・各種研修会等への参加 ・近隣水道事業者等との情報交換
・管路等の漏水調査の実施 ・計画的管路更新事業の実施

安全

・人材の育成
・有効率90％以上の維持
・水道施設の更新に合わせ、将来の水需要を見据えた効率的な施設の配置
と再構築を行う
・管路更新率の向上を目指す
・漏水の早期発見に努める ・省エネルギー対策を推進する

・インターネットによる情報の提供度を向上させる
・置賜広域水道及び近隣市町との広域連携の検討を行う

・水源保全の働きかけを行う
・水源保全の働きかけを行う
・配水池清掃実施率を向上させる ・貯水槽水道指導率を向上させる

強靱

安心して飲める
きれいでおいし
い水の供給

災害に対応でき
る 強くしなや
かな水道

いつでも いつ
までも 次世代
につながる水道

高畠町水道事業の目指すべき方向性と実現方策

目　　標

・給水原価の削減をめざす

・収納率98％以上の維持

持続

ー
・給水管の事故件数を減らす
・施設の耐震化率を向上させる(再掲)
・管路の耐震化率を向上させる

実現方策



 高畠町水道事業は「水」を取り巻く環境の変化や直面する課題に対応しながら、将来においても
安心で安全な水を供給できる水道を実現するため「持続」「安全」「強靱」を観点にした理想像を
以下のように掲げます。

【持続】いつでも、いつまでも、次世代につながる水道

 給水量が減少する状況においても、料金収入により健全で安定した事業運営を行うとともに、安全な水道
水を安定的に供給します。また、水需要の変化に見合った水道施設の統廃合の検討や、効率的な事業を展開

道サービスの持続を図ります。

【安全】安心して飲める、きれいでおいしい水の供給

 水源地、配水管路内の水質保持を徹底し、供給を受けている置賜広域水道については、県企業局に対して
水質の保持や改善を要望していきながら、清潔で衛生的かつおいしい水を供給し続けます。

【強靱】災害に対応できる、強くしなやかな水道

 老朽化施設の計画的な更新により、施設の健全度を保つとともに基幹施設の耐震化を進め、地震等自然災
害における被害を最小限にとどめる強い水道を構築します。また、水道施設が被災した場合であっても、危
機管理マニュアル等に基づいて、飲料水や生活用水の供給、復旧作業が迅速にできる体制を構築します。

く必要があります。本ビジョン計画期間内については、令和2年度に策定した「高畠町水道事業経営戦略」に
掲げた更新や改修の必要な施設を中心に整備を図ることとし、建設改良費は毎年150,000千円と計画していま
す。当該施設更新事業を実施した場合、計画期間内は安定した収支が確保できる見込ではありますが、令和
10年度に予定されている受水費の値上げや、電気料金、工事原材料の高騰などによる費用の増大と、給水量
の減少に伴う減収が予測されることから、現状のサービスを維持していくための料金体系の定期的な検証と
料金改定の検討も必要となってきます。

 本ビジョンに掲げる実現方策を着実に推進する体制の構築に努め、目標の達成状況、実現方策の実施状況
について定期的に評価し、利用者を含む関係者の意見を聴取しつつ、取り組みの方向性の確認、実現方策の
追加、見直し等について、必要に応じてフォローアップを行うものとします。

水道の理想像

水道ビジョンのフォローアップ

施設更新事業計画と財政収支

施設名 更新や改修の内容

配水管
・大規模災害に対応した、耐震型の管渠に布設替をします。
・高畠地区の中心部から工事を行い、順次施工地区を広げてまいります。

第2水源地、第2配水池
・令和7年度の廃止を目標とし、それに伴い配水系統の変更が生じることか
 ら、新たな管路網の整備を行います。
・浄水池、管理棟の解体を行います。

第1配水池、第3配水池、第4配水池
和田配水池、和田第1水源地


